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す
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律
案
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す
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帯
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二
〇
〇
五
年
四
月
二
二
日
） 

 
政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

国
立
大
学
法
人
の
再
編
・
統
合
に
当
た
っ
て
は
、
教
育
研
究
基
盤
の
強
化
と
と
も
に
、
個
性
豊
か
な
大
学
の
実
現
に
資
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

ま
た
、
地
域
の
知
の
拠
点
と
し
て
の
役
割
に
鑑
み
、
各
国
立
大
学
法
人
は
地
域
と
の
さ
ら
な
る
連
携
に
努
め
る
こ
と
。 

 

二 

障
害
者
に
対
応
し
た
高
等
教
育
機
関
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
筑
波
技
術
大
学
の
整
備
・
支
援
に
努
め
る
と
と
も
に
、
一
般
大
学
に
お
け
る
受
入
れ
の
促
進

を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
筑
波
技
術
大
学
は
、
聴
覚
・
視
覚
障
害
者
を
対
象
と
す
る
我
が
国
唯
一
の
高
等
教
育
機
関
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
障
害
者
教
育
に
関

す
る
支
援
及
び
情
報
の
発
信
等
に
努
め
る
と
と
も
に
、
大
学
評
価
に
当
た
っ
て
は
そ
の
教
育
研
究
の
特
性
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。 

 

三 

授
業
料
等
の
標
準
額
に
つ
い
て
は
、
経
済
状
況
に
よ
っ
て
学
生
の
進
学
機
会
を
奪
う
こ
と
と
な
ら
な
い
よ
う
、
適
正
な
金
額
・
水
準
と
す
る
と
と
も
に
、

標
準
額
の
決
定
に
際
し
て
は
、
各
国
立
大
学
法
人
の
意
見
に
も
配
慮
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
日
本
学
生
支
援
機
構
等
の
奨
学
金
の
更
な
る
充
実
を

図
る
と
と
も
に
、
授
業
料
等
減
免
制
度
の
充
実
や
独
自
の
奨
学
金
の
創
設
等
の
各
国
立
大
学
法
人
に
よ
る
学
生
支
援
の
取
組
み
に
つ
い
て
、
積
極
的
に
推

奨
・
支
援
す
る
こ
と
。 

 

四 

国
立
大
学
法
人
評
価
委
員
会
に
よ
る
中
期
目
標
に
対
す
る
評
価
の
基
準
を
示
す
と
と
も
に
、
運
営
費
交
付
金
を
算
定
す
る
際
に
そ
の
評
価
結
果
が
ど
の
よ

う
に
反
映
さ
れ
る
か
を
速
や
か
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。 

 

五 

国
立
大
学
に
お
い
て
、
質
の
高
い
教
育
研
究
成
果
を
得
る
た
め
、
老
朽
施
設
の
整
備
な
ど
研
究
環
境
の
着
実
な
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
。 

 


